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1. 中小企業支援策一覧（資金繰り関連）

所管 制度名称 区分 制度概要・今回ポイント URL

中小企業庁
信用保証協会

セーフティネット
保証制度

今回指定 ・4号（突発的災害）→通常と別枠で借入債務の100%保証
・5号（業況悪化業種）→通常と別枠で借入債務の80%保証
・保証限度：普通保証2億円以内＋別枠2億円以内
・保証料率：おおむね１％以内

https://www.chusho.me
ti.go.jp/kinyu/sefu_net_
gaiyou.htm

日本政策
金融公庫

経営環境変化
対応資金

要件緩和 ・資金繰り支援の必要がある場合、売上高減少等の程度に
関わらず貸付の対象

https://www.jfc.go.jp/n
/finance/saftynet/covid
_19.html

海外展開・事業再編
資金

（既存） ・中小企業が行う海外の地域における事業の開始、海外
展開事業の再編等を支援

衛生環境激変
特別貸付

今回新設 ・新型コロナウイルス感染症の発生により一時的な業況
悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食
店営業及び喫茶店営業が対象（2/21～開始）

商工中金 セーフティネット
関連資金

今回新設 ・新型コロナウイルスに関連した感染症により、経営・
資金繰り等に影響を受けた企業が必要とする設備資金
運転資金を融資

https://www.shokochuk
in.co.jp/assets/pdf/nr_2
00128_02.pdf

地方自治体 制度融資 要件緩和 ・既存の小規模企業融資、経営支援融資等の利用要件緩和 ※各地方自治体のWEB
サイトを参照下さい

経営支援特別融資・
緊急融資

今回新設 ・各地方自治体独自で、新型コロナウィルス対策として
中小企業支援の融資制度を制定

厚生労働省 雇用調整助成金
（特例措置）

要件緩和 ・休業等計画書の事後提出可能
・生産指標の確認対象期間を3カ月→1カ月へ短縮

https://www.mhlw.go.jp
/content/000596026.pdf

商工会議所 新コロナウィルス
対策融資
利子補給制度

今回新設 ・日本政策金融公庫（マル経融資等）等の融資に関して、
一定期間利子を補助する制度

※各商工会議所のWEB
サイトを参照下さい

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_200128_02.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000596026.pdf
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【本資料に関する留意点】

※1 本資料は2020年2月29日時点の情報を元に作成しております。
※2 各融資制度の詳細については、それぞれの所管へお問い合わせ下さい。
※3 各融資制度について、実際に融資が受けられるかどうか、または

制度が利用できるかどうかは、個別企業・案件毎に審査の上で
判断されますので予めご了承下さい。（弊社では責任を負いかねます。）


